
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
四
十
三
号

農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
等
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
省
令

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
四
項
（
第
四

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
第
二
項
（
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
等
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
総
理
府
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
の
公
告
等
）

第
一
条
　
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四
項
（
法
第
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
（
以
下
「
対

策
地
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
年
月
日
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
の
一
以
上
に
よ
り
対
策

地
域
の
区
域
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二
　
一
定
の
地
物
、
施
設
、
工
作
物
又
は
こ
れ
ら
か
ら
の
距
離
及
び
方
向

三
　
平
面
図

２
　
法
第
三
条
第
四
項
（
法
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
又
は
通
知
書
に
対
策
地
域
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
添
え
て
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
対
策
地
域
の
区
域

二
　
対
策
地
域
の
面
積
及
び
当
該
対
策
地
域
の
区
域
内
の
農
用
地
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
用
地
を
い

う
。
）
の
面
積

三
　
対
策
地
域
を
指
定
し
た
年
月
日

（
特
別
地
区
の
指
定
の
公
告
等
）

第
二
条
　
法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、

特
別
地
区
を
指
定
し
た
年
月
日
及
び
指
定
農
作
物
等
（
法
第
八
条
第
一
項
の
指
定
農
作
物
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
範
囲
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
の
一
以
上
に
よ
り
特
別
地
区
の
区
域
を
明
示
し
て
、

都
道
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二
　
一
定
の
地
物
、
施
設
、
工
作
物
又
は
こ
れ
ら
か
ら
の
距
離
及
び
方
向

三
　
平
面
図

２
　
法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
又
は
通
知
書
に
特
別
地
区
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
添
え
て
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
特
別
地
区
の
区
域

二
　
特
別
地
区
の
面
積

三
　
指
定
農
作
物
等
の
範
囲

四
　
特
別
地
区
を
指
定
し
た
年
月
日

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


